
豊島区　プラスチック資源回収モデル事業区民説明会Q＆A

令和5年3月22日現在

区民説明会資料
参照ページ

更新情報

P8、9

P8
2月1日
一部修正

P8
2月1日
一部修正

P42
12月22日
一部追記

P42
2月24日
追加モデル事業

個別に説明会を開催してもらうには、何名ぐ
らい参加人数が必要ですか。

参加人数が何名でも実施いたしますが、できれば１０名程度お集まり
いただけると助かります。

今回の区民説明会以外にも、個別に説明会
を開催してもらえますか。

地域の集まりや集合住宅、町会の役員会等を対象とした説明会も実
施いたします。ご希望の場合は、ごみ減量推進課までご連絡くださ
い。（☎０３－４５６６－２６２３）
モデル事業開始前だけでなく、始まった後も対応いたします。
少ない人数のお集まりでも、対応いたします。

令和４年１２月１日現在、プラスチック製容器包装全品目を資源として
回収しているのは14区です。
また、製品プラスチックを含む全てのプラスチックを資源回収している
のは千代田区、港区の他、令和4年7月には渋谷区、10月には北区
（一部地域）で開始されました。

項目

プラスチック資源回収について、他区の実施
状況を教えてください。

モデル事業の開始日はいつですか。

Q(質問） A（回答）

令和5年4月１日です。初回の回収日は地域により異なります。
（4月最初の「段ボール・紙・布類」の日が「資源（プラスチック）」の初回
回収日です。）

モデル事業の実施期間はいつまでですか。

モデル事業の期間は設けておらず、以前までの分別ルールに戻す予
定はありません。
モデル事業実施後、実施地域以外の地域にもプラスチック資源回収
を導入し、令和5年10月から区内全域での本格実施に移行します。

区内一部の地域でのモデル事業実施という
ことですが、その他の地域を含め区内全域
でプラスチック資源回収が導入されるのは
いつですか。

区内全域での本格実施については、令和5年10月に開始します。
モデル事業の実施地域にその他の地域を加える形で、区内全域での
プラスチック資源回収を実施します。

モデル事業

モデル事業

モデル事業

モデル事業

モデル事業
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更新情報項目 Q(質問） A（回答）

P8
12月13日
追加

12月13日
追加

P9
12月13日
追加

P9
12月13日
追加

1月27日
一部追記

P20

12月13日
追加

区政連絡会の単位で区内を１２地区に分けており、その１２地区に所
属している町会のいずれかが必ずモデル事業実施地域に入るように
考えました。そのうえで、丁目の中で「ダンボール・紙・布類」の資源回
収曜日が分かれていない地域をピックアップして選定しました。

住んでいるマンションでは、資源などの回収
曜日が通常とは違いますが、モデル事業実
施地域にあてはまりますか。

モデル事業実施地域にあてはまります。回収の曜日などについて
は、個別にご相談させていただくこととなります。
なお、回収曜日が異なる集合住宅や規模の大きい集合住宅について
は、１月から順次訪問し、ご相談を開始いたしました。

プラスチック資源回収にかかるコストはどの
くらいですか。

モデル事業

モデル事業

モデル事業

モデル事業

モデル事業

モデル事業

モデル事業を行う中で問題が出た場合は
ルールなどを変更するのですか。

モデル事業を実施する中で、改善すべき事項があれば随時見直しを
検討します。その上でルールを変更する場合もあり得ます。

プラスチックの回収は週１回で足りますか。
他区でも「資源（プラスチック）」の回収は週１回となっています。各家
庭で一週間ででるプラスチックは４５ℓの袋で１袋（多くて２袋）と想定し
ているため、週１回の回収で対応できると考えています。

概算ですが、区内全域で実施した場合、年間５億円程度かかる見込
みです。東京都の補助金が最大４年間利用できるので、活用していく
予定です。

「段ボール・紙・布類」と同じ日にプラスチック
を出すとのことですが、回収する業者は同じ
ですか。

「段ボール・紙・布類」を回収する業者と「資源（プラスチック）」を回収
する業者は別となる予定です。そのため、どちらかが先に回収され、
もう一方が一時的に残っているような状況が想定されます。

プラスチック資源回収が始まると、燃やすご
みが減るので、燃やすごみを週１回にした方
が良いのではないですか。

「燃やすごみ」には生ごみが入っているため、衛生面や臭いを考慮し
て今までどおり週２回の収集とします。

モデル事業
モデル事業の実施地域はどのように選んだ
のですか
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12月13日
追加

P39
12月13日
追加

P39
12月13日
追加

P40
12月22日
追加

12月22日
追加

プラスチック資源回収は区ごとに実施するため、同じタイミングでス
タートはしません。
豊島区では、令和５年４月から一部地域でモデル事業を実施します。

モデル事業

モデル事業

プラスチックを新たに資源として回収したり、リサイクルする際にCO2
が発生しますが、「燃やすごみ」として収集・運搬・焼却処理するよりも
CO2の発生量を抑えることができます。

プラスチックに限らず、集めている資源やご
みは最終的にどうなるのですか。

・「資源」として回収された、プラスチック、びん、缶、ペットボトル、紙
類、段ボール、古布類は、新たな商品や燃料などに生まれ変わりま
す。また、びんはきれいに洗浄して再使用されたり、細かく砕いてびん
を作る際の材料になります。衣類は中古衣料として再使用されたり、
工業用の雑布として再使用されます。
・「燃やすごみ」は清掃工場で焼却され、焼却灰・飛灰の一部はセメン
トなどの原料となります。残渣は東京都の最終処分場へ運ばれて埋
め立てられます。
・「不燃ごみ」や「粗大ごみ」は、金属部分（鉄・アルミ）などリサイクル
できる部分を取り除いた後、東京都の最終処分場へ運ばれて埋め立
てられます。

豊島区よりも回収量が多い区は、すでにプラスチック資源回収（プラス
チック製容器包装全品目、港区、千代田区は製品プラスチックも含
む）を実施している区になります。豊島区は現在、食品用トレーやプラ
スチック製ボトルのみ資源回収しているため、回収量に大きな差が出
ています。

プラスチックリサイクル導入の効果として、
CO2削減があげられていますが、リサイクル
の際に溶かしたりすることで、焼却するのと
同じような影響が出たりすることはありませ
んか。

モデル事業が始まる前に、試験的にプラス
チックを資源として出してもいいですか。

「資源（プラスチック）」を回収するルートが現在はないので、令和５年
４月からお出しください。

モデル事業
２３区のプラスチック回収量を比較したグラ
フを見ると、他区に比べて豊島区が少ない
のはどうしてですか。

豊島区以外の区について、同じタイミングで
プラスチック資源回収を行うのですか。

モデル事業

モデル事業
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P19

P20
1月27日
追加

P19

P22

プラスチック以外のものが入っていた場合は
回収されませんか。

明らかにプラスチック以外のものが入っている場合は、警告シールを
貼ってその場に残し、分別してから再度お出しいただくようお願いする
場合があります。

ボトル容器、弁当容器がプラスチックであれば、ラベルを剥がす必要
はありません。そのまま「資源（プラスチック）」としてお出しください。

出し方

出し方

出し方
「段ボール・紙・布類」と「資源（プラスチッ
ク）」を同じ日に出す際に注意することはあり
ますか。

「段ボール・紙・布類」と「資源（プラスチック）」は回収業者が異なるた
め、同じ場所に分けて置いてください。

簡単に剥がせない場合は、ペットボトル本体と一緒に「びん・かん・
ペットボトル」の回収日にお出しいただいても問題ありません。

ペットボトルのラベルが剥がしにくい場合は
どうすれば良いですか。

プラスチック製ボトル容器や弁当容器に貼ら
れているラベルは剥がす必要はあります
か。

資源化施設での分別作業（袋を破く作業）への影響が想定されるため
です。
なお、「燃やすごみ」については、これまで通り二重袋でお出しいただ
いても問題ありません。

ペットボトルはどのように出せば良いですか。

キャップとラベルは取り外して「資源（プラスチック）」としてお出しくださ
い。
ペットボトル本体は、これまで通り「びん・かん・ペットボトル」の回収日
にお出しください（リサイクルルートが異なるため）。

どのような袋で出せば良いですか。

中身が見える透明または半透明の袋でお出しください。燃やすごみを
出すときによく使用されている45ℓの袋や、レジ袋でもお出しいただくこ
とができます。
中身の見えない色の付いた袋では出さないでください。

なぜ二重袋にしてはいけないのですか。

出し方

出し方

出し方

出し方
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P24
1月27日
追加

P30

P32

12月13日
追加

アルミ加工されているものについては「金属・陶器・ガラスごみ」、紙の
場合は「燃やすごみ」としてお出しください。
容器本体については、プラマークを確認して「資源（プラスチック）」とし
てお出しください。

発砲スチロールをプラスチックとして出す際
に大きさの決まりはありますか。

30㎝以下を目安に袋に入るように砕いてお出しください。
袋の中に入れて砕くとカスが飛び散らずに済みます。

菓子袋の中の小袋はどのように出せば良い
ですか。

小袋自体がプラスチックであれば、菓子袋とともに「資源（プラスチッ
ク）」としてお出しください。

出し方

出し方

カップ麺の容器等で表面に印字等がされて
いるものはプラスチックとして出して良いで
すか。

はさみでチューブを半分に切るとすすぎやすくなります。できる限り
「資源（プラスチック）」として出してください。
どうしても中身を取り除けないものは「燃やすごみ」として出してくださ
い。

区から提供する予定はございません。「燃やすごみ」用のごみ袋やレ
ジ袋などをご使用ください。

歯磨き粉のチューブはどのように出せば良
いですか。

現在資源として回収しているシャンプーやリ
ンスの容器は洗わず出しても良いですか。

中身を軽くすすいでお出しください。出し方

「資源（プラスチック）」としてお出しいただいて問題ありません。

ヨーグルト等のふたはどのように出せば良
いですか。

出し方

出し方

出し方

出し方
プラスチックを出すための袋は区からもらえ
ますか。
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更新情報項目 Q(質問） A（回答）

12月13日
追加

12月13日
追加

P20
3月22日
追加

P16
12月13日
追加

P33、P34
12月13日
追加

P17、P18
12月13日
追加

出し方
カラス除けのネットは、プラスチックの日に
使っても大丈夫ですか。

カラス除けのネット（防鳥ネット）をご活用いただいて大丈夫です。

素材がすべてプラスチックでできているものが「資源（プラスチック）」と
して出せます。「資源（プラスチック）」として出せるかどうかの目安の
一つとして「プラマーク」があるか確認してください。
他の素材との複合品で分解が難しいものや、プラスチックでできてい
るか判別が難しいものは、今までどおり「燃やすごみ」または「金属・
陶器・ガラスごみ」としてお出しください。

選別や処理の工程の際に機械に絡まってしまう恐れがあるためで
す。切ることができるひもやエアークッション、砕くことのできる発泡ス
チロールは３０㎝以下を目安にしてお出しください。
一方で、プラスチック製の衣装ケース等で３０㎝を超えるものは「粗大
ごみ」としてお出しください。

チョコレートなどのフィルムはプラスチックの
日に出せますか。

プラスチックと他の素材が複合してできたも
のはプラスチックとして出せますか。

フィルム類は、「資源（プラスチック）」の日にお出しください。

袋で出したプラスチックが風で飛ばされない
か心配です。

プラスチックは軽いため、風で飛ばされる可能性があります。防鳥ネッ
トをご活用ください。
ご希望があれば豊島清掃事務所、環境政策課、東部区民事務所、西
部区民事務所で貸出しています。貸し出しは２世帯以上が使用してい
る集積所が対象です（戸別収集のご家庭は対象外となります）。

出し方

なぜプラスチック製のひもやエアークッション
を３０㎝以下に切って出さなければいけない
のですか。

出し方

「燃やすごみ」を出す際は、これまでどおりプラスチック製の袋に入れ
てお出しください。出し方

プラスチック資源回収が始まった後も、燃や
すごみはプラスチックの袋に入れて出すこと
はできますか。

出し方

出し方
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更新情報項目 Q(質問） A（回答）

P17
12月13日
追加

12月13日
追加

12月13日
追加

12月13日
追加

P24
12月13日
追加

P24
12月13日
追加出し方

チューブ類について、洗って出すのは水資
源の無駄遣いになりませんか。

汚れがなかなか落ちない、落とすのに手間がかかるものは「燃やすご
み」としてお出しいただいて構いません。

洗濯ばさみはプラスチックとして出せます
か。

洗濯ばさみの金属部分とプラスチック部分が分解できれば、プラス
チック部分は「資源（プラスチック）」としてお出しください。
分解できない場合は、「燃やすごみ」としてお出しください。

出し方
紙おむつ（素材にプラスチックが一部使用さ
れているもの）はプラスチックとして出せます
か。

プラスチック以外の素材が混ざっているハンガーは資源として回収で
きません。
金属部分が多いものは「金属・陶器・ガラスごみ」としてお出しくださ
い。プラスチック部分が多いものは「燃やすごみ」としてお出しくださ
い。
木製のものが複合しているハンガーは、「燃やすごみ」としてお出しく
ださい。

紙おむつは「燃やすごみ」としてお出しください。

カミソリ（持ち手等がプラスチック製のもの）
はプラスチックとして出せますか。

カミソリなどの刃物がついているものは、刃の部分を紙などで包み、
「キケン」などの表示をして、ほかの袋とは別の袋で「金属・陶器・ガラ
スごみ」としてお出しください。

出し方

出し方
チューブ類について、硬くて切れないものは
どうすればよいですか。

硬くて切ることができないなど、中身がうまく洗えないものについて
は、「燃やすごみ」としてお出しいただいて構いません。

出し方

プラスチック製のハンガーで、金属などプラ
スチック以外の部分があるものはプラスチッ
クとして出せますか。

出し方

7



豊島区　プラスチック資源回収モデル事業区民説明会Q＆A

令和5年3月22日現在

区民説明会資料
参照ページ
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1月27日
追加

1月25日
追加

12月13日
追加

P16
12月13日
追加

12月13日
追加

12月13日
追加

出し方
汚れたプラスチックが混じっていた場合は回
収されませんか。

出し方
牛乳パックや醤油の容器の注ぎ口などのプ
ラスチック部分はプラスチックとして出せます
か。

注ぎ口などがプラスチックでできているものは、できる限り分解して
「資源（プラスチック）」としてお出しください。

明らかに汚れたプラスチックが大量に入っている場合は、警告シール
を貼ってその場に残し、分別してから再度お出しいただくようお願いす
る場合があります。

出し方
果物（りんごやなしなど）を包んでいるネット
などはプラスチックとして出せますか。

多くのものは「資源（プラスチック）」として出せます。明らかにプラス
チック以外のものでできているものは分別のルールにのっとってお出
しください（例えば、紙製のものは「燃やすごみ」としてお出しくださ
い）。

水に浸して汚れを落としたり布で汚れをふき取るなどして、できるだけ
「資源（プラスチック）」としてお出しください。
汚れが落ちないものは「燃やすごみ」としてお出しください。

出し方
醤油が入ったプラスチックボトルもプラスチッ
クとして出せますか。

紙製のラベルは取り外して「燃やすごみ」としてお出しください。
取り外せない場合は、そのままPETマークがある場合は「びん・かん・
ペットボトル」、プラマークがある場合は「資源（プラスチック）」としてお
出しください。

ボトル本体の表記をご確認ください。醤油が入っているボトルは、ペッ
トボトルであることが多いです。表記を確認してPETマークがある場合
は、「びん・かん・ペットボトル」としてお出しください。プラマークがある
場合は、「資源（プラスチック）」としてお出しください。
中身が取り除けないものは「燃やすごみ」としてお出しください。

醤油が入ったボトルに付いている紙製のラ
ベルはどのように出せば良いですか。

出し方
納豆の入れ物はプラスチックとして出せます
か。

出し方
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更新情報項目 Q(質問） A（回答）

12月13日
追加

P18
12月13日
追加

P18
3月22日
追加

P32～P34
12月13日
追加

12月13日
追加

出し方

出し方

出し方
事業所から出るプラスチックを資源として出
せますか。

事業活動によって発生する資源は、排出する事業者が自らの責任で
処理することが法律で定められています。許可業者に委託するなどし
て処理してください。
現在、有料ごみ処理券を貼ってごみや資源を区の収集に出している
場合は、「資源（プラスチック）」も同じように有料ごみ処理券を貼って
お出しください。

出し方
ビデオテープは燃やすごみで出すとのことで
すが、分解できれば分別して出してよいので
すか。

分解が可能で分別いただけるのであれば、プラスチック部分（テープ
部分は３０㎝を目安に切ってください）は「資源（プラスチック）」として、
ネジ等は「金属・陶器・ガラスごみ」としてお出しください。

原則として「粗大ごみ」になります。ただし、発泡スチロールやプラス
チック製のひも、エアークッション等は分解すれば「資源（プラスチッ
ク）」としてお出しいただけます。一方で、プラスチック製の衣装ケース
等は「粗大ごみ」としてお出しください。

出し方
ネジ等の金属が含まれているビデオテープ
を燃やすごみに出して問題ないのですか。

現在使用しているトレーやプラスチックボト
ル用のネットはどうなりますか。

現在、「びん・かん・ペットボトル」の日に使用している、トレーやプラス
チックボトル用のネットは、モデル事業開始後は使用しません。ト
レー、プラスチックボトルは、「資源（プラスチック）」の回収日に、他の
「資源（プラスチック）」と一緒に透明または半透明の袋に入れてお出
しください。
大規模な集合住宅で建物内に保管場所がある場合は、その集合住
宅の運用としてネットなどを活用して「資源（プラスチック）」を保管して
いただいても構いません。最終的には袋に入れてお出しください。

ビデオテープは燃やせる部分が多く、清掃工場の焼却炉への影響も
少ないため、「燃やすごみ」としてお出しいただいて問題ありません。

３０㎝を超えるプラスチックは、分解すれば
資源として出せますか。
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豊島区　プラスチック資源回収モデル事業区民説明会Q＆A

令和5年3月22日現在

区民説明会資料
参照ページ

更新情報項目 Q(質問） A（回答）

1月25日
追加

12月13日
追加

P23
12月22日
追加

P16
12月22日
追加

3月22日
追加

12月22日
追加

12月22日
追加

出し方
プラスチック類はかさばるので、通行の妨げ
になるかもしれません。集積所の場所の変
更などは検討していますか。

集積所については地域の方の話し合いで決めていただいています。
交通上支障がありましたら、集積所を分けることもできますので、まず
は地域の方で話し合っていただき、その上で清掃事務所へご相談くだ
さい。

出し方
化粧品の容器やサラダ油の容器などについ
て、水ですすいでも油等がとれない場合は
プラスチックとして出せませんか。

出し方
白色トレー以外のトレーもプラスチックとして
出せますか。

出し方
回収の対象外となる品目を混在して出した
場合、回収されますか。

明らかに回収対象外のものが多く入っている場合は、警告シールを
貼ってその場に残し、分別してから再度お出しいただくようお願いする
場合があります。

出し方
ポリエステル１００％の衣類は、プラスチック
として出せますか。

衣類は、古布として回収いたします。「資源（紙・布類）」としてお出しく
ださい。

色や柄が付いているトレーも、プラスチックでできているものは「資源
（プラスチック）」として出せます。

少量の油分が残っていても、「資源（プラスチック）」として出せます。
油分や汚れが十分に取り切れない場合は、「燃やすごみ」としてお出
しください。

警告シールを貼ってその場に残し、「資源（プラスチック）」の日に再度
お出しいただくようお願いすることとなります。

トレーやプラスチック製ボトルを「びん・かん・
ペットボトル」の日に出してしまったら回収さ
れなくなりますか。

出し方

出し方
銀紙が貼ってあるトレーもプラスチックとして
出せますか。

銀紙を取り除くことができれば、トレーは「資源（プラスチック）」として
出せます。銀紙は「燃やすごみ」としてお出しください。銀色の部分が
アルミの場合は「金属・陶器・ガラスごみ」としてお出しください。
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豊島区　プラスチック資源回収モデル事業区民説明会Q＆A

令和5年3月22日現在

区民説明会資料
参照ページ

更新情報項目 Q(質問） A（回答）

12月22日
追加

12月22日
追加

P25、P28
p30

12月22日
追加

P31
12月22日
追加

P18
12月22日
追加

3月22日
追加

P13、P16
P19、P20

3月22日
追加出し方

プラスチック製品、トレー、チューブ類、
キャップ類、発泡スチロールなどを出すとき
は別々の袋に入れて出さなくてはいけませ
んか。

一つの袋に、まとめて入れてお出しください。
（資料やお知らせなどでは「資源（プラスチック）」として出せる品目を
説明するために、あえて分類しています。）

出し方
キラキラの光っている素材は金属でできて
いると思うので、プラスチックとしては出せま
せんか。

銀色の部分があるなど、光る素材のものでも、金属ではなくプラスチッ
クでできているものも多くあります。商品の表示を確認していただき、
「プラマーク」があれば、「資源（プラスチック）」としてお出しください。

出し方
「燃やすごみ」の中にプラスチックが混ざって
いる場合は、収集されませんか。

「燃やすごみ」の中にプラスチックが入っている場合は、そのまま収集
します。「プラスチック（資源）」が混在しているか一袋ずつ点検するこ
とは困難ですので、分別について周知を徹底していきます。

出し方
びん・かん・ペットボトルを出す際には、今ま
でどおりコンテナが設置されますか。

「資源（びん・かん・ペットボトル）」をお出しいただく日には、今までど
おりコンテナを設置します。トレーやプラスチック製ボトルの回収用
ネットについては設置いたしません。「資源（プラスチック）」の日に袋
に入れてお出しください。

出し方
マイクロビーズの入っているクッション等は、
プラスチックとして出せますか。

マイクロビースは細かすぎて資源回収や選別処理が難しいため、別
の袋に分けて「燃やすごみ」としてお出しいただくか、30㎝を超えるも
のは「粗大ごみ」としてお出しください。

出し方
保冷剤で、中身がゼリー状のものは、プラス
チックとして出せますか。

高吸収性のポリマー等が含まれているため、分解せずに「燃やすご
み」としてお出しください。
中身が水１００％で、袋にプラマークがあれば、水を抜いたうえで「資
源（プラスチック）」としてお出しください。

出し方
ボールペンなど、金属が混ざっているもの
で、分解できない場合はどうすればよいです
か。

分解できない場合は、「燃やすごみ」としてお出しください。
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豊島区　プラスチック資源回収モデル事業区民説明会Q＆A

令和5年3月22日現在

区民説明会資料
参照ページ

更新情報項目 Q(質問） A（回答）

P23～P26
3月22日
追加

P23～P26
3月22日
追加

3月22日
一部修正

1月27日
一部修正

・モデル事業の開始前には、実施地域で各4回の区民説明会を行い
ます。（実施済み）
・令和5年3月には「プラスチック分別ルールパンフレット」と、「資源回
収・ごみ収集のお知らせ」の更新版をモデル事業の実施地域に全戸
配布します。（配布済み）
・その他、区のホームページや広報紙でのお知らせ、動画（区ホーム
ページで公開済み）やスマートフォン向けの分別収集アプリの導入な
どでの周知を予定しています。
・集合住宅については、転入者への周知を依頼するなど、不動産団
体と連携した周知を検討しています。

どのような方法の周知を予定していますか。

集積所の看板の変更はいつ行いますか。
モデル事業開始前の令和5年3月に集積所看板の変更（シールの貼
付）を行う予定です。

周知
学校で子どもたちにも周知することは考えて
いますか。

小学生を対象にした「リサイクル出前講座」などで周知していくことを
検討しています。

周知

周知

出し方 なぜ汚れを落とさないといけないのですか。
汚れがついたプラスチックは、リサイクルに適さないためです。できる
範囲ですすいでください。難しい場合は「燃やすごみ」としてお出しくだ
さい。

出し方
汚れを落とすときなど、どのくらいすすげば
良いですか。

残り水や少量の水で軽くすすいでください。少しの油分や泡などが
残っていても「資源（プラスチック）」として出すことができます。できる
範囲でのご協力をお願いします。
汚れが落とせない場合は、「燃やすごみ」としてお出しください。
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豊島区　プラスチック資源回収モデル事業区民説明会Q＆A

令和5年3月22日現在

区民説明会資料
参照ページ

更新情報項目 Q(質問） A（回答）

12月13日
追加

12月13日
追加

12月13日
追加

2月1日
一部修正

現在、転入者が区役所などで転入手続きを行う際に、「資源回収・ご
み収集のお知らせ」を配布しています。今後は、区内の不動産団体と
連携してお知らせを配布するなどして、プラスチック資源回収導入の
意義や、資源・ごみの適正排出に向けた意識啓発に取り組んでいき
ます。

周知

区民のプラスチックリサイクルへの意識を向
上させるためにどのような方法を考えていま
すか。

３Rによるごみの減量、適正排出を含めて継続的に周知を行っていき
ます。また、プラスチック資源回収によるCO2排出量の削減効果を示
すなどして、区民の方の関心を高めていきます。

周知

周知
外国人に対してはどう周知していく予定です
か。

区のホームページに多言語バージョンのパンフレットやプラスチックの
分別・排出に関する動画をアップしていく予定です。そのほか、スマー
トフォン向けごみ分別アプリの導入など、様々な媒体を活用した周知
を検討していきます。

周知
今後、プラスチック資源回収を区内全域で実
施する場合、事前に周知していく予定です
か。

区内全域での本格実施については、令和５年10月に開始します。実
施する際には、丁寧に分かりやすく事前周知を行っていきます。

転入してきた人にはどう周知していく予定で
すか。
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